
 

 

滋賀県老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱  

 

 （趣 旨） 

第１条 知事は、老人クラブ活動の推進を図るため、市町が行う老人クラブ活動等事業に要す

 る経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては滋賀県

 補助金等交付規則（昭和４８年滋賀県規則第９号。以下「規則」という。）に規定するもの

 のほかこの要綱の定めるところによる。  

 

 （補助対象事業） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業は次の事業とする。  

  老人クラブ活動等事業  

      平成１３年 (2001 年 )11 月６日滋レ第１３０７号滋賀県健康福祉部長通知「老人クラブ活

  動等事業の実施について」に基づき市町が実施する事業  

 

（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、別表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

比較して少ない方の額に別表の第３欄に定める補助率を乗じて得た額とする。  

 ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。  

 

 （交付の条件） 

第４条 規則第５条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。  

 (1) 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければ

  ならない。 

 (2) 事業を中止し、または廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。  

 (3) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速や

  かに知事に報告してその指示を受けなければならない。  

 (4) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに取得価格また

  は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械および器具については、補助金等に係る

  予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第  

  ２号により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、こ

  の補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供して

  はならない。 



 

 

  (5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全  

   部または一部を県に納付させることがある。                                          

 (6) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良

  な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

 (7) 補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした別紙様式１による調書を作

  成し、これを事業完了後５年間保管しておかなければならない。  

 

 （交付の申請） 

第５条 この補助金の交付の申請は、別紙様式２により毎年度、別に定める日までに知事に提

 出して行うものとする。  

 

 （変更交付申請） 

第６条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を

 行う場合には、協議のうえ第５条に定める申請手続に従い、別に定める日までに知事に提出

 して行うものとする。  

 

 （補助金の交付） 

第７条 知事は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認められるときは、概算

 払いにより交付することができる。  

 

 （実績報告） 

第８条 この補助金の事業実績報告は、別に定める日までに別紙様式３による報告書を知事に

 提出して行わなければならない。  

 

(標準処理期間）  

第９条  標準事務処理期間は次のとおりとする。  

(1) 規則第４条の規定による補助金等の交付の決定は、厚生労働大臣の交付の決定があっ

た日から起算して、１４日以内に交付の決定を行うものとする。  

(2) 知事は、補助金の変更交付申請があったときは、申請書を受理した日から１４日以内

に変更交付決定を行うものとする。  

(3) 規則第１３条の規定による額の確定は、第８条の規定による実績報告があった日から

起算して３０日以内に行うものとする。  

 



 

 

 

 

    付  則 

１  この要綱は平成２１年１０月１６日から施行し、平成２１年度分の補助金から適用する。  

２  この要綱は平成２６年６月２５日から施行し、平成２６年度分の補助金から適用する。  

３  この要綱は平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度分の補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.基準額 2.対象経費 3.補助率
老人クラブ等
事業
１か所当たり

① 均等割

2,860円×活動月数

② 地域いきいき
事業

155円×活動月数

市町老人クラ
ブ連合会が行
う事業
１か所当たり

① 均等割

194,000円

② 会員数割

58円×会員数

③ 特別事業

知事が必要と認めた額

(3)

知事が必要と認めた額

老人クラブ連合会が行う健康づくり事業の
実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用
費、備品購入費、役務費、委託料、使用料
及び賃借料

(4)

30,000円×活動月数×1/2×(1人＋加配人数)

新しい老人クラブ創造推進員設置事業の実
施に必要な給料、職員手当等、共済費、報
償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、
役務費、委託料、使用料及び賃借料

（別表）

市町老人クラブ連合会が行う健
康づくり事業
１か所当たり

事業名
老人クラブ等事業の実施に必要な報償費、
賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務
費、委託料、使用料及び賃借料

２／３

(2)

(1)

老人クラブ連合会が行う事業の実施に必要
な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入
費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

新しい老人クラブ創造推進員設
置事業
１か所当たり

 


